
平成 24 年 4 月 19 日（木） 

中央合同庁舎 7 号館 9 階特別会議室 

10：00～12：00 

 

第 27 回 国土交通省政策評価会 

議 事 次 第 

 
１ 挨拶 
 
２ 議題 
 
（１） 報告事項 

① 平成 23 年度に取りまとめた政策レビューについて 
② 目標管理型の政策評価の改善方策の概要 
③ 社会資本整備重点計画の見直しについて 

 
 
（２） 平成 24 年度取りまとめ政策レビューの取組方針について 

①緊急地震速報の利用の拡大 
②新たな船舶交通安全政策の推進 
③技術研究開発の総合的な推進 

    ④トン数標準税制の導入による安定的な国際海上輸送の確保 
    ⑤航空自由化の推進 
    ⑥環境政策の推進 

⑦国土形成計画（全国計画） 
⑧新たな北海道総合開発計画の中間点検 

     
  
 
 



 

第２7 回 国土交通省政策評価会 

資料一覧 
 

資料１－①  平成 22～23 年度政策レビュー評価書（委員限り） 

－②  目標管理型の政策評価の改善方策の概要 

－③  現行の社会資本整備重点計画と政策評価の関係 

－④  社会資本整備重点計画の見直しについて 

－⑤  「重点目標と関連する事業・施策の概要」たたき台（社会資本整備

審議会・交通政策審議会計画部会（平成 24 年 3 月 22 日）資料より） 

 

 

 
資料２－①  平成 24 年度 政策評価のスケジュール（案） 

－②  平成 24 年度政策レビューテーマ一覧 

－③  政策レビューテーマ一覧 

 

 

 
資料３－①  緊急地震速報の利用の拡大 

－②  新たな船舶交通安全政策の推進 

－③  技術研究開発の総合的な推進 

－④  トン数標準税制の導入による安定的な国際海上輸送の確保 

－⑤  航空自由化の推進 

－⑥  環境政策の推進 

－⑦  国土形成計画（全国計画） 

－⑧  新たな北海道総合開発計画の中間点検 

 

 

    



 

                           

 

 

国土交通省政策評価会委員名簿 

 

 

 上山 信一    慶応義塾大学総合政策学部教授 

 

加藤 浩徳        東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻准教授 

 

工藤 裕子    中央大学法学部教授 

 

佐藤 主光    一橋大学大学院経済学研究科・政策大学院教授 

 

白山 真一    有限責任監査法人トーマツ パートナー（公認会計士） 

 

田辺 国昭    東京大学大学院法学政治学研究科・公共政策大学院教授 

 

村木 美貴    千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻准教授 

 

山本 清     東京大学大学院教育学研究科教授 

 

 

（五十音順：平成24年4月19日現在） 
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目標管理型の政策評価の改善方策の概要

・ 事前（施策の実施前）に施策目標を公表するとともにその達成手段（事務事業）と
の関係（政策体系）を整理

・ 各府省共通の標準的な様式の導入により、統一性・一覧性を確保

・ 重要な情報を焦点を絞って提示することにより、メリハリのある分かりやすい評価
を推進

・ 各府省共通の標準的な様式の導入により、統一性・一覧性を確保

「政策評価の実施に関するガイドライン」（各府省申合せ）を改正等

◆各行政機関における政策体系及び政策のミッションの明確化

◆PDCAサイクルを通じたマネジメントの向上

◆国民に対する説明責任の徹底

◆政策評価と行政事業レビューとの連携の確保、事務負担の軽減

改善の視点

改善のポイント

Ⅰ事前分析表の導入

Ⅱ評価書の標準様式の導入

1

takashima-s2fs
テキストボックス
出典：総務省行政評価局ＨＰ（H24.3.27公表）

takashima-s2fs
テキストボックス
資料１－②



(参考)目標管理型の政策評価について

実績評価方式を用いた政策評価及びあらかじめ設定された目標の達成度合い
について評価する内容を含む、いわゆる「施策」レベルの政策の事後評価

＜目標管理型の政策評価とは＞

◆ 焦点が絞りきれておらず、重要な情報も埋没しがち
＜運用における課題＞

◆ 評価内容・スタイルが過度に区々となり、政府全体の俯瞰や府省横断的な施策への
活用が困難

◆ 施策の達成手段やそのコストについての情報が不十分 など

達成
手段

政策評価

施策目標
（例） 「消防防災体制の充実強化」

各府省のマネジメント（目標管理）

救急需要発生時の

国民の安心・安全の向上

救命率の向上

救急搬送
体制の整
備・強化

救急
業務の
高度化

救急需要
への適切

な 対応

・予算事業
・規制 ・租特 など

① 政策の目的と手段との対
応関係を明示しつつ、あらか
じめ達成すべき目標を設定

② 事後に達成状況を評価し、
施策の改善に反映

↑

↑ ↑  ↑

etc.
※22年度総務省政策評価書より

多様な行政分野において、
PDCAサイクルを通じた
マネジメントの向上、説
明責任の徹底に資するこ
とが可能
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政策評価の改善方策の効果（イメージ）

取 組 前

政策評価
（任意の様式）

約340件
（22年度評価件数）

（例）：
「消防防災体制

の充実強化」

【目標（値）】
「救命率

の向上」等

約 5,400件の事業
(21年度行政事業
レビュー対象事業）

（例）：

「国民生活と
安心・安全」

取 組 後

・相互の関係が不明確

・コスト情報が不十分

・事業の詳細な情報

が不十分

評価の重点化
・メリハリ付け 政策評価（共通の様式）

各府省のマネジメント

（目標管理）

予算投入の効率や効果
の面から事業を検証

焦点が絞りきれて

おらず、重要な情報も

埋没しがち

施 策

政 策 ( 狭 義 )

事 務 事 業

行政事業レビュー

～明確化・透明化～
施策の達成手段、実績、

コスト情報 等

連 携

※22年度総務省政策評価書より

（例）：
「高規格救急

自動車の配備」、
「救急救命士の
運用体制の充実」等

事前の想定の
明示

「事前分析表」

各府省間の
統一性・一覧性の確保

「事後評価の
標準様式」
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⇒ 各府省申合せにより、今般の改善方策を平成24年度から実施

「政策評価の実施に関するガイドライン」改正

⇒ 上記改善方策の趣旨、実施内容等を明確化

「目標管理型の政策評価の改善方策に係る取組について」策定

１ 基本的考え方

政策評価が政府のPDCAサイクルを適切に機能させていく基盤となること、国民への説明責任をより
徹底することを目的として改善方策を実施

２ 評価の前提となる事前の想定の明示

・ 目的、目標（指標）、それらの達成手段、
各手段がいかに目標等の実現に寄与するか等
に係る事前の想定をあらかじめ明示

・ 明示に当たっては、使いやすく分かりやす
いものとしていくことに加えて、国民に対す
る説明責任を徹底するため、各府省間の統一
性及び一覧性の確保を図る
→標準様式を設定（別紙１）

３ 標準様式の導入による評価書の簡素合理化、
統一性・一覧性確保と評価書の活用

評価書を使いやすく分かりやすいものとして
いくことに加えて、国民に対する説明責任を徹
底するため、各府省間の統一性及び一覧性の確
保を図る
→標準様式を設定（別紙２）

４ メリハリのある評価の推進

５ 政策評価と行政事業レビューとの連携の確保について

６ 目標管理型の政策評価の簡素合理化等を踏まえた取組（掘り下げた分析・検証の実施等）

4



試行的取組の結果を踏まえた改善点

・各府省における政策の特性やこれま
での政策評価への取組によっては、
様式や用語等を修正する方が適当な
場合がある

○標準様式の導入の考え方については別
紙３参照

＜試行的取組から見出された課題＞ ＜改善点＞

○測定指標欄において、単年度の目標設
定をせざるを得ない場合の記入欄、記
入例を追加した・事前分析表の新たな作成は事務負担

増となる
・「達成手段の概要」と「施策の達成
すべき目標（測定指標）への寄与の
内容」とは重複する場合がある

○達成手段についての記入欄を整理した

・直近の予算要求額、執行額を記入す
る場合、評価書公表のタイミングに
作業が間に合わない

・標準様式や事前分析表の位置付けが
明確でない

○直近の予算要求額の記入欄を削除した
○直近の決算に関する情報についての記
入は任意とした

○事後評価の一環として「政策評価実施
ガイドライン」（各府省申合せ）にお
いて位置付けた

○取組の趣旨を「目標管理型の政策評価
の改善方策に係る取組について」（各
府省申合せ）において整理した

5



政

策

評

価

レ
ビ
ュ
ー

平成24年１月 ４月
25年度

概算要求時 平成25年１月 ４月

政策評価書
作成・公表

（参考）

２４ 年 度 以 降 の 政 策 評 価 の 標 準 的 スケジュール

23
年

度

実
施
施
策

24
年

度

実
施
施
策

25
年

度

実
施
施
策

26年度
概算要求時

行
政
事
業

事前分析表
作成・公表

政策評価書
作成・公表

事前分析表
作成・公表

施策の実施

公開
プロセス

結果の
公表

レビューの実施

公開
プロセス

結果の
公表

レビューの実施

（
想
定
）

施策の実施

施策の実施

※

※24年度においては、既に作成に着手しているなど特段の事情がある場合には、経過措置として任意の様式を用いることも可
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【参考】検討の経緯

23年
４月 ９月前後 11月

○各府省にお
いて、標準様式
等による評価
書を公表

【試行的取組】

○各府省にお
いて、事前分
析表を公表

【試行的取組】

22年度実施
施策が対象

23年度実施
施策が対象

【政策評価分科会 ： 11/18、12/12】
実施状況等について審議

（各府省ヒアリング等）

「
政
策
評
価
の
実
施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
改
正
等

試行的取組
開始

（局長通知）

22年度

9/30
行政刷新会議
決定

行政事業レビ
ューと政策評価
の役割分担と連
携の在り方など
について検討

3/2
行政刷新会議
（第16回）
・総務大臣から
連携方策を説
明

3/11
東日本
大震災発生

24年
３月

政
策
評
価
分
科
会

審
議

３/14
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(記入イメージ）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

1
○○調査における△△率
（※４か年計画の場合の記入例）

50% 平成22年度 70% 平成26年度 ○% ○% 70% － －

－ － 83%

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

3
○○○事業計画の推進
（※５か年計画の場合の記入例）

計画対象
事業の制
度の拡充

平成22年度
○○事業
計画の完
了

平成27年度
対象事業
選定の洗
い出し

事業の進
捗を管理
するため
の計画の
策定

○○事業
計画の実
施促進

○○事業
計画の完
了

－

4
○○○法の改正作業
（※単年度の目標設定の場合の記
入例）

22年度 23年度

(1)
○○事業
（平成○年度）(関連：24－①）

…億円
（…億円）

…億円 1

(2)
○○事業
（平成○年度）

…億円
（…億円）

…億円 2

(3)
○○に関する租税特別措置
（平成○年度）

- - 1

(4)
××規制の適切な運用
（平成○年度）

- - 2

施策の概要

平成24年度実施施策に係る事前分析表

施策名 □□な△△の向上 担当部局名
作成責任者名
(※記入は任意）

○○局○○課 ○○課長 ○○ ○○

○○を推進する
政策体系上の

位置付け

中間段階において50％に満たない場合に
は、計画の見直しを実施

－75%

年度ごとの目標値

平成33年度

目標値 測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

○○の形成を通じ△△の構築

達成すべき目標
目標設定の
考え方・根拠

……との理念にしたがって、○○計画（閣議決定）において、「○○○」
と規定されている

政策評価実施予定時期

測定指標
基準値

平成○年○月全ての○○が……な程度に……できるような△△を実現

□□適合基準率
（※10か年計画の場合の記入例）

平成23年度 90%

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
測定指標

測定指標
目標

－

・本施策における重点事項を定めている○○計画（閣議決定）において、○○調査における△△率については、××年までに□□%
にすることとされているため

・○○基本計画（閣議決定）の成果指標として□□適合基準率が、75％(H23)→83％(H28)→90％（H33)と規定されているため

基準 目標

・□□における第○次△△計画（閣議決定）において、「平成○年度までに……○○事業を完了する。」と規定されているため

24年度
当初

予算額

…億円

…億円

2

改正法案を次期通
常国会に提出

目標年度

平成24年度

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額）
関連する
指標

・○○大綱（閣議決定）において、次期通常国会への関連法の改正法案の提出を定めているため

-

-

達成手段の概要等

・～において、○○を整備
・○○を整備することは、△△現在……人いる～に対し、○○を提供、促進することとなるため、測定指標の○○率を……%押し上げる効果があると見込んでいる
・○○整備率：○%（○○の満足度：○%）

・～に対する支援として、○○を実施
・○○事業を実施することにより、主要な○○などを中心に連続した△△化を行う地区の総面積が増加し、一層の……の促進を図ることができると見込んでいる
・○○面積：○㎡（○○の利用者：○人）

……

……

別紙１
（○○省２４－①）
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基
準

値
目

標
値

○
年

度
○

年
度

○
年

度
○

年
度

○
年

度
○

年
度

○
年

度

基
準

目
標

○
年

度
○

年
度

○
年

度
○

年
度

○
年

度
○

年
度

○
年

度

目
標

○
年

度

合
計

（
a＋

b＋
c
）

執
行

額
（
千

円
）

2
2
年

度

（
※

記
入

は
任

意
）

（
※

記
入

は
任

意
）

（
※

記
入

は
任

意
）

年
度

ご
と

の
目

標
値

指
標

Ｂ

指
標

Ａ

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

測
定

指
標

指
標

Ｃ

施
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

政
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

2
4
年

度

政
策

評
価

実
施

時
期

作
成

責
任

者
名

 （
※

記
入

は
任

意
）

繰
越

し
等

（
c
）

2
3
年

度

実
績

値

目
標

管
理

型
の

政
策

評
価

に
係

る
評

価
書

の
標

準
様

式

施
策

名

達
成

す
べ

き
目

標

予
算

の
状

況
（
千

円
）

当
初

予
算

（
a）

（
○

○
省

2
3
－

①
）

施
策

の
概

要

担
当

部
局

名

年
度

ご
と

の
目

標
値

施
策

に
関

す
る

評
価

結
果

区
分

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

目
標

の
達

成
状

況

目
標

期
間

終
了

時
点

の
総

括

施
策

の
予

算
額

・
執

行
額

等

政
策

評
価

を
行

う
過

程
に

お
い

て
使

用
し

た
資

料
そ

の
他

の
情

報

2
1
年

度

補
正

予
算

（
b）

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

知
見

の
活

用

別
紙
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標
準

様
式

の
導

入
に

お
け

る
考

え
方

 

 

目
標

管
理

型
の

政
策

評
価

に
つ

い
て

は
、

使
い

や
す

く
分

か
り

や
す

い
も

の
と

し
て

い

く
こ

と
に

加
え

て
、

国
民

へ
の

説
明

責
任

を
徹

底
す

る
た

め
、

各
行

政
機

関
間

の
統

一
性

及
び

一
覧

性
の

確
保

を
図

る
こ

と
と

し
、
事

前
分

析
表

及
び

評
価

書
の

様
式

に
つ

い
て

は
、

統
一

的
な

標
準

様
式

に
よ

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

 

な
お

、
政

策
評

価
の

対
象

と
な

る
施

策
の

特
性

や
予

算
の

構
成

等
に

よ
り

、
下

記
の

場

合
な

ど
標

準
様

式
に

修
正

を
加

え
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
各

標
準

様
式

の
要

素
を

盛
り

込
ん

だ
上

で
、

統
一

性
及

び
一

覧
性

の
確

保
に

留
意

し
つ

つ
修

正
を

行
い

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 ○
 

従
前

か
ら

の
評

価
の

連
続

性
の

確
保

や
評

価
結

果
の

活
用

等
の

た
め

、
様

式
で

定
め

ら

れ
た

事
項

名
と

は
異

な
る

も
の

を
併

記
す

る
こ

と
が

適
当

な
場

合
 

（
例
）
・
「
基
準
値
」
→
「
初
期
値
【
基
準
値
】
」
 

 
 
 
・
「
基
準
年
度
」
→
「
目
標
値
設
定
年
度
【
基
準
年
度
】
」
 

 
 
 
・
「
達
成
手
段
」
→
「
政
策
手
段
【
達
成
手
段
】
一
覧
」
 

 ○
 

記
載

内
容

を
分

か
り

や
す

く
す

る
等

の
た

め
に

、
標

準
様

式
の

記
載

事
項

の
他

に
必

要

な
情

報
を

記
入

す
る

欄
を

追
加

す
る

場
合
（

な
お

、
記

入
す

べ
き

情
報

の
分

量
が

多
く

統

一
性
・
一

覧
性

が
著

し
く

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
別

紙
に

記
入

す
る

な
ど

適
宜

工
夫

す
る

も
の

と
す

る
）

 

（
例
）
・
測
定
指
標
の
定
義
や
動
向
に
関
す
る
詳
細
分
析
を
記
載
 

 
 
 
・
「
用
語
解
説
」
を
追
加
 

 ○
 

評
価

対
象

施
策

の
位

置
付

け
の

明
確

化
等

の
た

め
、
各

行
政

機
関

の
政

策
体

系
の

整
理

に
対

応
し

た
構

成
と

す
る

こ
と

が
適

当
な

場
合

 

（
例
）・「

施
策
」
単
位
の
評
価
書
と
あ
わ
せ
て
、
相
互
に
関
連
す
る
「
施
策
」
を
ま
と
め
た
「
政
策
」
単
位

の
評
価

書
を
作
成
し
、
そ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
評
価
、
活
用
 

 

別
紙
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1 国際航空ネットワークの強化割合

・
・
・

・
・
・

指　標

重点目標

（1）交通ネットワークの充実による国際競争力の強化

現行の社会資本整備重点計画第２章（重点目標）における指標（抄）
（※各重点目標の最初の指標を例として記載）

分野

『活力』分野の重点目標

現行の社会資本整備重点計画と政策評価の関係

　　政策チェックアップにおける指標（抄）
　 （国土交通省事後評価実施計画別紙１より）

○重点計画法において、重点計画の

社会資本整備事業を行政評価法上

の事後評価の対象とし、重点目標に

照らして事後評価を行う旨を規定

○国交省事後評価実施計画におい

て、政策チェックアップの手法により

政策評価を実施することとし、そのた

めに必要な業績指標等を設定

○暮らし・環境
１ 最低居住面積水準未満率

・ （中略）

・

８ 主要な駅などを中心に連続したバリアフリー化を行う重点整備地区の総面積

・ （中略）

・

５８ 地区・街区レベルにおける包括的な都市環境対策に取り組んでいる都市数

○安全
５９ 一定水準の防災情報伝達が可能な事務所等の数

・ （中略）

重点計画の指標を

政策チェックアップ指標と

して位置付け

資料１－③

・ ・

7 地方圏と東アジアとの港湾取扱貨物量

・
・
・

・
・
・

10 主要な拠点地域への都市機能集積率

・
・
・

・
・
・

15
地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、宅地ハザー
ドマップを作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の割合

・
・
・

・
・
・

『安全』分野の重点目標

（2）地域内外の交流強化による地域の自立・活性化

（3）にぎわいの創出や都市交通の快適性向上による地域の自立・活性化

（4）大規模な地震等の災害に強い国土づくり

・

６９ 地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、

宅地ハザードマップを作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の割合

・ （中略）

・

７５ 中枢・拠点機能を持つ地域で床上浸水の恐れがある戸数

・ （中略）

・

１０８ 全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率

１０９ 道路交通における死傷事故率

・ （中略）

・

１２０ ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生数

○活力
１２１ 内航貨物船共有建造量

・ （中略）

・

22 中枢・拠点機能を持つ地域で床上浸水の恐れがある戸数

・
・
・

・
・
・

30 道路交通における死傷事故率

・
・
・

・
・
・

33 主要な駅などを中心に連続したバリアフリー化を行う重点整備地区の総面積

・
・
・

・
・
・

『暮らし・環境』分野の重点目標

（5）水害等の災害に強い国土づくり

（6）交通安全対策の強化

（7）少子・高齢社会に対応したバリアフリー化・子育て環境の整備によるユニバーサル社会の形成

（8）良好な景観・自然環境の形成等による生活空間の改善

１３２ 地方圏と東アジアとの港湾取扱貨物量

・ （中略）

・

１４８ 景観計画に基づき取組を進める地域の数

・ （中略）

・

１５３ 国際航空ネットワークの強化割合

・ （中略）

・

１７１ 主要な拠点地域への都市機能集積率

・ （中略）

・

１８５ ＥＴＣ利用率

・ （中略）

・

２１０ 海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準

○横断的な政策課題

43 景観計画に基づき取組を進める地域の数

・
・
・

・
・
・

51 全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率

・
・
・

・
・
・

56 基盤地図情報の整備率

57 ＥＴＣ利用率

（11）戦略的な維持管理や更新の推進

『ストック型社会への対応』分野の重点目標

（12）ソフト対策の推進

（8）良好な景観 自然環境の形成等による生活空間の改善

（9）地球温暖化の防止

（10）循環型社会の形成

○横断的な政策課題
２１１ 国民への国土に関する情報提供充実度

・ （中略）

・

２１７ 基盤地図情報の整備率

・ （中略）

・

２３６ 保全状態の良好な官庁施設の割合等

・計２３６の指標のうち、太字下線の５９指標が重点目標に係る指標

（指標の数・番号は平成21年度実施計画(平成20年度政策チェックアップ)ベース）

・重点計画2章（重点目標）の指標については、原則全て※

国交省事後評価実施計画の指標として盛り込まれているところ
※警察庁関係の指標、参考指標等については除く

指標の括り方の変更等により、指標の「数」については必ずしも一致していない

57 ＥＴＣ利用率



資料1－④

社会資本整備重点計画の見直しについて

総合政策局政策課総合政策局政策課

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



１．社会資本整備事業を巡る現状とその対応

新たな社会資本整備重点計画の全体像（案）
【社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会（平成24年3月22日） 資料を元に作成】

厳しい財政状況 既存ストックの老朽化 人口減少、少子・高齢化 グローバルな競争の進展 災害リスクの高まり

２．社会資本整備のあるべき姿

○社会資本整備の方向性
社会資本整備事業を巡る現状等を踏まえ、３つの視点と９つの政策課題ごとに中長期的な社会資本整備の方向性を示す。

９つの政策課題 中長期的な社会資本整備の方向性
視点１ 安全・安心な生活、地域等の維持
視点２ 国や地球規模の大きな環境変化、人口構造等の大転換への対応

○社会資本整備の方向性を実現するための事業・施策（プログラム）
中長期的な同じ政策目標を共有する分野横断的な事業・施策の集合体を「プログラム」ととらえ、その実現に向けた事業・施策を記載する。

視点３ 新たな成長や価値を創造する国家戦略・地域戦略の実現

３．計画期間における重点目標（「選択と集中」の基準）

○「選択と集中」の基準
国土保全、安全・安心の確保、離島等の条件不利地域の自立・発展・活性化の支援等については、計画期間にかかわらず、不断の効果的な取組を進めていく必要性がある。
一方、厳しい財政状況の中で、計画期間内には、政策資源を重点的に投入することが求められており、その「選択と集中」の基準を定める。

１ 今整備をしないと、大規模又は広域的な災害リスクを低減できないおそれのあるもの
２ 今整備をしないと、我が国産業・経済の基盤や国際競争力の強化が著しく困難になるおそれのあるもの
３ 今整備をしないと 「持続可能で活力ある国土・地域づくり」の実現に大きな支障をもたらすおそれのあるもの

○重点目標と関連する事業・施策の概要
プログラムで示された事業・施策について、「選択と集中」の基準を踏まえ、計画期間における重点目標及びその

３ 今整備をしないと、「持続可能で活力ある国土 地域づくり」の実現に大きな支障をもたらすおそれのあるもの
４ 今適確な維持管理・更新を行わないと、将来極めて危険となるおそれのあるもの

p.2
資料2 ⑤プログラムで示された事業 施策について、 選択と集中」の基準を踏まえ、計画期間における重点目標及びその

達成のため実施すべき社会資本整備事業の概要を記載する。 （社会資本整備重点計画法第４条第３項第１号、２号）

審議会によるフォローアップ、広域ブロック計画の策定、その他社会資本整備を効果的・

効率的に実施するための必要な措置等を明示。（社会資本整備重点計画法第４条第３項第３号）

資料2-⑤

1４．計画の実効性を確保する方策



「重点目標と関連する事業・施策の概要」項目（案）

重点目標１ 大規模又は広域的な災害リスクを低減させる

【社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会（平成24年3月22日） 資料を元に作成】

重点目標１ 大規模又は広域的な災害リスクを低減させる

1-1 大規模地震の発生に備えた耐震化やソフト対策の推進

・強い振動に伴う地盤や構造物の損壊防止、市街地の防災性向上 ・災害時に避難地や防災拠点となる施設等の整備・耐震化、緊急輸送ルートの整備
・ハード整備と一体となったソフト対策による安全の確保

1 2 大規模又は広域的な津波災害が想定される地域における津波対策及び人口 資産が集中する海面下に位置する地域等における高潮 侵食対策の強化1-2 大規模又は広域的な津波災害が想定される地域における津波対策及び人口・資産が集中する海面下に位置する地域等における高潮・侵食対策の強化

・津波・高潮・侵食被害の防止・軽減 ・津波防災地域づくり等による津波・高潮対策の推進

1-3 人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等における治水対策の強化及び大規模土砂災害対策の推進

・大規模水害の未然の防止及び再度災害防止 ･流域の特性等を踏まえた様々な水害対策の推進
・洪水ハザードマップ、河川情報基盤の充実等のソフト施策の推進 ・大規模土砂災害の未然防止
・地震や豪雨、火山噴火等に起因して発生する大規模土砂災害に対する危機管理体制の充実・強化

1-4 災害リスクを低減させるための危機管理体制の強化

重点目標２ 我が国産業・経済の基盤や国際競争力を強化する

2-1 世界的な競争に打ち勝てる大都市や国際拠点空港・港湾の機能拡充・強化とアクセス性の向上や官民連携による海外プロジェクトの推進

・大都市におけるインフラの機能の高度化 ・大都市圏拠点空港の機能強化 ・国際コンテナ・バルク戦略港湾の機能拡充・強化
・国際拠点へのアクセス強化 ・官民連携による海外プロジェクトの推進

2-2 それぞれの地域が持つ魅力や強みを引き出し、地域の活力の維持・向上させる

観光地域のブランド化 美しい国土 地域づくりの推進 基幹となるネットワ クの整備・観光地域のブランド化、美しい国土・地域づくりの推進 ・基幹となるネットワークの整備

重点目標３ 持続可能で活力ある国土・地域づくりを実現する

3-1 持続可能でエネルギー効率の良い暮らしのモデル形成と国内外への普及・展開

・都市における暮らしの低炭素化 ・人流・物流から発生する温室効果ガスの排出抑制

3-2 高齢社会においても誰もが安全・安心して暮らすことができる社会への転換

・都市機能の集約化・街なか居住の推進 ・地域内の移動円滑化 ・公共施設等のバリアフリー化 ・交通安全の確保 ・健康で快適に暮らせる生活環境の確保

3-3 失われつつある自然環境の保全・再生

生物多様性の保全 健全な水循環の再生・生物多様性の保全 ・健全な水循環の再生

重点目標４ 社会資本の適確な維持管理を行う

・我が国の社会資本の実態把握と維持管理・更新費の推計 ・施設の長寿命化によるトータルコストの低減等 ・都市高速道路の更新
2



（参考）指標の検討について

【「社会資本整備重点計画の見直しに関する中間とりまとめ」（平成23年11月2日） より抜粋】【「社会資本整備重点計画の見直しに関する中間とりまとめ」（平成23年11月2日） より抜粋】

現行の重点計画について、以下のような問題点が指摘

• 重点計画は、それ以前の事業別計画が予算硬直化を招いたとの批判を受けて策

定されたものであり、事業費を明示せず、それに変わって「アウトカム指標」を提示

するものとなっている。しかし、重点計画で示されているアウトカム目標とそれに係

る指標がわかりにくく、計画が目指すところが国民に理解されにくい。

指摘を踏まえ 新たな重点計画については 以下の方向で体系化すべきとの議論指摘を踏まえ、新たな重点計画については、以下の方向で体系化すべきとの議論

• 可能なものについては、各事業に関するアウトプット指標（事業実施に関する必要

量、箇所数等）も含めて国民にわかりやすく提示する。なお、指標を設定することの

目的は、目標をわかりやすく明確化することであり、事業別計画の弊害の一つとさ

れた予算硬直化等につながるものとなってはならない。
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資料１－⑤

【社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会（平成 24 年 3 月 22 日）資料より】 

 

 

「重点目標と関連する事業・施策の概要」 

たたき台 

 

  

 0 
 



 

重点目標１ 大規模又は広域的な災害リスクを低減させる 

 

国民の命と暮らしを守り、産業・経済活動を維持するという社会資本整備に求められる使命を

十分に果たすためには、災害の多発化・多様化・巨大化・複合化に対応する必要がある。 
「人の命が第一」、「災害には上限がない」という東日本大震災の教訓を踏まえて、これまでの

想定を超える大規模な災害が発生しても、国民の暮らしや産業・経済活動の被害をできるだけ軽

減することを目指す。そのため、これまでの「防災」対策に加え、低頻度で大規模な災害に備えた

ハード・ソフト施策の適切な組み合わせによる「減災」対策を推進する。 
 
 

１－１ 大規模地震の発生に備えた耐震化やソフト対策の推進 

 

首都直下地震や東海・東南海・南海地震等による甚大な被害の発生が予測されている中、地

震の規模や発生頻度が増加する可能性も指摘されており、切迫する大規模地震の発生に対して

早急に対策を講じる必要がある。 
 

（強い振動に伴う地盤や構造物の損壊防止、市街地の防災性向上）  

首都直下地震や東海・東南海・南海地震等の大規模地震の発生に備え、地震による住宅や

多数の者が利用する建築物、ターミナル駅等鉄道施設等の倒壊を防止するため、これらの施

設の耐震対策を促進するとともに、地震時に地すべりや崩壊により甚大な被害の生じるおそれ

のある盛土造成地を有する地域において、大規模盛土造成地分布図を作成・公表し、住民に

対して情報提供を行う。護岸の液状化等により、石油化学コンビナートが大規模な被害を受け、

火災の発生等のおそれがある臨海部工業地帯においては、護岸等の耐震性調査を行うなど

防災対策の検討を推進する。 

また、公共インフラの損壊により本来の機能を失うことで人的・物的な二次被害が拡大するこ

とを防止するため、海面下に位置する地域等を防御する河川・海岸堤防等の防災関連施設、

避難地・防災拠点等の衛生環境の確保及び雨水排水機能の喪失による甚大な浸水被害の防

止のための下水管きょ等の衛生関連施設の耐震・液状化対策を進める。 

地震時における大規模な火災の発生や避難・消防活動の困難さ等が指摘されている密集

市街地については、災害に強い市街地への転換を図るため、面的な市街地整備や、延焼遮

断帯、避難地、避難路や緊急車両等の進入路等の整備を促進する。 

また、災害により鉄道ネットワークが停止すると経済社会への影響が甚大となる首都圏や逼

迫性の高い東海・東南海・南海地震の想定地域については、鉄道の防災・減災対策に関する

調査を実施するほか、鉄道利用者の理解や協力を得ながら、帰宅困難者対策も含め、重点的

に防災・減災対策を推進する。 

＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

 

 

 1 
 



 

（災害時に避難地や防災拠点となる施設等の整備・耐震化、緊急輸送ルートの整備） 

大規模地震等発生時に被害拡大を防止するとともに、応急対応や復旧・復興対策を迅速か

つ円滑に実施できるよう、適切なリダンダンシーの確保など、陸海空が連携して人流・物流を確

保する。 

具体的には、大規模地震発生時に周辺地区からの避難者や帰宅困難者を収容し、市街地

の火災から避難者の生命を保護する避難地、復旧・復興拠点や復旧のための生活物資等の

中継基地等となる防災拠点等として機能する都市公園や、近傍に適当な避難地が無い場合又

は避難地が不足している場合に避難施設としても利用可能な河川防災ステーション等の河川

空間等の整備を推進し、一定水準の防災機能を備えるオープンスペースを確保する。また、大

都市圏における基幹的広域防災拠点の整備、訓練を行う。 

また、大規模地震発生時に、防災活動の円滑かつ迅速な応急活動を確保するため、緊急輸

送道路等の重要な道路上の橋梁について耐震対策を推進するとともに、道路斜面や盛り土等

の防災対策、災害のおそれのある区間を回避する道路等の整備、電柱の倒壊による緊急車両

等の通行障害を防ぐための無電柱化、海から内陸への物流等のアクセスを確保するための緊

急船着き場や緊急河川敷道路、防災拠点となる官庁施設、主要なターミナル駅等鉄道施設等

の耐震化を進める。航空機や船舶による救急救命活動や緊急物資・人員等の輸送を行うため、

航空輸送上重要と考えられる空港の液状化対策や、背後に一定規模の人口を有する港湾に

おける耐震強化岸壁の整備等の耐震対策を推進する。 

さらに、災害時の緊急輸送のバックアップ機能を強化するため、高速道路ネットワークが繋が

っておらず災害に脆弱な地域については、安全性にも配慮しつつ一刻も早くつなげることが重

要であり、走行性の高い国道も活用しながら、ネットワークとしての機能をできる限り早期に確保

する。 

また、地震発生後に車両や船舶の安全で円滑な交通を確保するため、交通管制センタ

ー等の整備や停電時にも作動する信号機電源付加装置の整備、航路標識の耐震化及び自

立型電源化を推進するとともに、通行止め等の情報を集約し道路情報板やインターネッ

ト等による道路災害情報の提供を推進する。さらに、海上で油が流出した場合にも迅速

に回収できる体制を確保する。 

＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（ハード整備と一体となったソフト対策による安全の確保） 

地震・火山活動の予測や危険度評価に不可欠な地殻変動の情報を与え、各種測量の基

礎ともなる GNSS 連続観測システム（GEONET）の整備を進める。 

さらに、事前の災害対策の策定及び地震発災後の対応等に利用可能な地理空間情報の

共有化を図るため地理空間情報ライブラリーの整備を進め、統合的な検索・入手・利用

を可能とする 

＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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１－２ 大規模又は広域的な津波災害が想定される地域における津波対策及び人口・資産

が集中する海面下に位置する地域等における高潮・侵食対策の強化 

 

近い将来に発生することが予想されている東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝

周辺型地震による津波被害が想定される重要沿岸域や、三大湾や有明海等の沿岸地域に広が

る海面下に位置し防護する必要がある地域、近年浸水被害が発生した地域等を中心に、早急に

対策を講じる必要がある。 
津波については東日本大震災を踏まえた対応が必要である。発生頻度は極めて低いものの、

発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優

先として、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災施設などを組み合わせて、とりうる手

段を尽くした総合的な津波対策の確立が必要であり、また、発生頻度が比較的高い一定程度の

津波に対しては、人命・財産や種々の産業・経済活動を守り、国土の保全することを目標とする。 
 

（海岸・河川堤防の整備等による津波・高潮・侵食被害の防止・軽減）  

東海、東南海・南海地震等により巨大津波の発生が想定されている地域等において、津波

対策として必要な比較的発生頻度の高い津波に対する高さが不足している海岸・河川堤防の

嵩上げ等の整備を重点的に行う。また、水門等を津波到達前に安全かつ迅速・確実に閉鎖す

るため、その自動化・遠隔操作化を推進する。また、越流した津波により下水道施設が浸水し

た場合でも、下水道の最低限の機能を確保出来るよう耐津波対策を推進する。 

台風等による高潮に対しては、人口・資産が集中する地域や中枢・拠点機能を有する地域

等において、高潮対策として必要な海岸・河川堤防の整備等を重点的に行う。 

また、背後に重要な交通ネットワークがある地域等において、海岸侵食による被害を防ぐた

め、離岸堤、突堤等の海岸保全施設の新設、改良や養浜等の対策を推進する。 

＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（津波防災地域づくり等による津波・高潮対策の推進）  

東北地方太平洋沖地震に伴う津波のような大規模な津波に対しては、最大クラスの津波が

悪条件下において発生した際に想定される浸水範囲や浸水深を示した上で、津波災害警戒

区域等の指定による警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等による安全な土地利用

への誘導等を通じて、ハード・ソフトの施策を組み合わせた多重防御による津波災害に強い地

域づくりを推進する。また、越流した津波により下水道施設が浸水した場合でも、下水道の最低

限の機能を確保出来るよう耐津波対策を推進する。 

確実な避難により被害者を出さないため、安全な避難場所を確保するとともに、津波・高潮

ハザードマップを作成・改良し、防災訓練の実施等を通じた避難方法の普及、浸透を図る。 

特に、津波や高潮によって想定される浸水の範囲内に市役所等地域の中枢機能がある地

域においては、災害発生時に、防災情報の収集・提供等を迅速かつ効果的に行い、情報・指

示 系統の一元化を図るため、津波・高潮防災ステーションの整備の推進等による防災体制の

支援を強化する。 

また、津波発生時の鉄道旅客の避難方策等の安全確保、大都市圏の地下鉄道の浸水防止

対策等について、検討を進める。 
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＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

 

１－３ 人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等における治水対策

の強化及び大規模土砂災害対策の推進 

 

我が国は、梅雨期や台風期を中心に毎年のように水害の脅威にさらされており、今後、地球温

暖化により豪雨や台風の強度の一層の増大が懸念されている。このため、人口・資産が集中する

地域、行政・経済活動の中枢・拠点機能を有する地域、近年甚大な被害が発生した地域等にお

いて、河川改修等のハード整備、流域の特性を踏まえた水害対策、土地利用と一体となった減災

対策に加え、洪水ハザードマップの作成支援や河川基盤情報の高度化・効率化、警戒避難体制

の強化等のソフト施策を早急に講じる必要がある。 
また、近年の相次ぐ大規模地震や活発な火山活動等に加え、東海地震・東南海地震・南海地

震等の大規模地震の発生の可能性が高まっていること等から、それに伴って大規模又は広域的

な被害をもたらす土砂災害の発生が懸念されている。 
 

（大規模水害の未然の防止及び再度災害防止） 

人口・資産が集中する地域、中枢・拠点機能を有する地域、近年甚大な被害が発生した地

域を流下する河川等を対象に、河道掘削や堤防のかさ上げ等の河川改修、必要な洪水調節

施設の整備、堤防の浸透対策等による堤防強化等を重点的に行う。 

また、地下空間高度利用地区、商業・業務集積地区、床上浸水常襲地区を中心に、下水道

整備を推進し、浸水被害の最小化を図る。 

道路の冠水による事故を未然に防止するために、排水ポンプや道路情報板などの施設を整

備するとともに、各道路管理者や警察及び消防との連携強化を図る。 

＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（流域の特性等を踏まえた様々な水害対策の推進）  

近年の都市部及び都市周辺地域の開発の進行に伴う河川への流出量の増大等に対して、

流出総量の減少やピーク流量を減少させるため、浸透ますなどの流域貯留浸透施設や透水性

舗装、防災調整池の整備を推進する。あわせて、内水氾濫による浸水を防除するため、雨水

管や雨水貯留管等の下水道施設の整備を推進する。 
また、土地利用状況等により、連続した堤防を整備するのに比べて、効率的かつ効果的な

場合には、輪中堤の整備等と氾濫する地域における災害危険区域の指定等による土地利用

規制とを組み合せる土地利用と一体となった減災対策を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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（洪水ハザードマップの作成・周知、河川情報の提供、水防体制の強化等のソフト施策の

推進）  

洪水が氾濫した場合でも住民が円滑かつ迅速な避難行動がとれるよう、浸水に関する情報

や、避難経路、避難場所等の具体的な避難に関する情報を住民に周知するため、市町村によ

る洪水ハザードマップの作成を推進する。 
また、必要な河川情報を分かりやすく確実に提供するため、雨量計、レーダ雨量計、水位計、

監視カメラ、光ファイバー等の観測施設、観測されたデータを収集・処理・伝送するシステム、

局地的な雨量をリアルタイムに観測可能なＸバンドＭＰレーダの整備、水位、流量、氾濫域等

を予測提供するシステムなど、河川情報基盤を充実、高度化・効率化するとともに、地上デジタ

ル放送による水位・雨量情報を提供することで、住民等の迅速かつ的確な避難判断や避難行

動を支援する。 
また、水防管理者及び河川管理者等との連携を強化すること等により、地域の水防力を強化

する。さらに、激甚な水害が発生した場合には、水防法に新たに位置付けられた国土交通大

臣による特定緊急水防活動の規定に基づき、国自ら緊急的な水防活動を行う。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（大規模土砂災害の未然防止） 

我が国の社会経済活動を支える重要交通網等が土砂災害により被害を受けた場合、物流

の停滞等により国民生活へ深刻な影響が及ぶおそれがあることから、当該箇所において、砂

防関係施設等の土砂災害対策を重点的に実施する。また、土砂災害発生時に避難が困難な

高齢者、乳幼児等の被災を防ぐため、病院、老人ホーム、幼稚園等の災害時要援護者関連施

設等において、施設の規模や構造等の特性を踏まえて砂防関係施設等の土砂災害対策を重

点的に実施する。 
さらに、土砂災害警戒区域等の指定による危険な箇所の明示及び警戒避難体制の確立を

推進するなど、ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を実施し、その安全確保を図っていく。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（地震や豪雨、火山噴火等に起因して発生する大規模土砂災害に対する危機管理体制の充

実・強化） 
土砂災害の蓋然性が高い地域において、地形変化・土砂移動等の継続的な監視・観測を

行い、緊急時の迅速かつ円滑な対応を図るため、大規模土砂移動検知システムの整備を進め

る。 
また、噴火に伴う社会・経済的影響の大きい火山について、噴火活動に応じた機動的な対

策による被害の最小化を図るため、「火山噴火緊急減災対策砂防計画」に基づき、火山活動の

状況に合わせて危険区域の想定等をリアルタイムに提供するリアルタイム火山ハザードマップ

の整備を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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１－４ 災害リスクを低減させるための危機管理対策の強化 

 
災害発生時においては、被災地の早期復旧及び二次災害の防止のため、全国の地方整備局

等より職員を被災地に派遣し、リエゾンによる被災地の被害状況の収集及び災害対策本部等と

の情報共有や、緊急災害対策派遣隊（TEC－FORCE）による被災状況の調査・把握、二次災害

防止や応急対応・復旧等に関する技術的助言、通信回線が喪失した市町村等における衛星通

信車等による通信機能の確保、緊急アクセスルートの啓開、湛水域の排水作業、自治体の通信

機能の確保を行う。また、防災・減災対策をより効率的・効果的に進めていくため、市町村におけ

るハザードマップや建設企業等における事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成支援により自助・共助を

促進する。また、災害発生時において迅速な応急対応や被災地の復旧活動支援等のため、国土

交通省業務継続計画や地方整備局職員等を被災地に派遣する TEC－FORCE に係る活動計

画策定、資機材・通信設備の整備及び総合調整のための事務局の設置を行い危機管理体制を

強化するとともに、広域応援部隊の広域活動拠点の整備、大規模地震を想定した関係ブロック・

関係行政機関等との広域的な合同防災訓練を実施する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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重点目標２ 我が国産業・経済の基盤や国際競争力を強化する 

 

２－１ 世界的な競争に打ち勝てる大都市や国際拠点空港・港湾の機能拡充・強化とアク

セス性の向上や官民連携による海外プロジェクトの推進 

 

アジアを中心とする新興国の経済成長に伴い増加するグローバル需要の獲得に向けた各国と

の激しい競争に打ち勝つため、大都市や国際交流の要所となる国際拠点空港及び国際コンテ

ナ・バルク戦略港湾の機能強化とそのアクセス性の向上及びインフラの海外展開を重点的に推

進する。 
 

（大都市におけるインフラの機能の高度化）  

緊急かつ重点的に市街地の整備を推進し、都市の国際競争力の強化を図ることを目的とし

て指定された特定都市再生緊急整備地域において、官民連携により策定された整備計画に基

づき、国際競争力の強化に資する都市開発プロジェクト推進に必要となるインフラ整備等を推

進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 
（大都市圏拠点空港の機能強化）  

大都市圏拠点空港の機能を強化するため、東京国際空港（羽田）の２４時間国際拠点空港

化を推進し、発着容量の拡大及び国際線の増枠に必要な国際線旅客ターミナル及びエプロン

等の拡充を行うとともに、長距離国際線の輸送能力増強を図るためＣ滑走路の延伸事業を推

進する。成田国際空港については、アジア有数のハブ空港としての地位を確立するため、地元

合意を踏まえ発着容量を拡大し、２７万回実現と併せて、オープンスカイを実現し、国際航空ネ

ットワークを強化するとともに、国内フィーダー路線の充実、ビジネスジェット・ＬＣＣの受入体制

を強化する。併せて、航空交通量の増大に対応し航空機の高密度運航が可能となるよう、航空

交通システムの高度化を推進する。関西国際空港については、完全２４時間空港という本来の

優位性を活かし国際拠点空港として再生・強化するため、関空・伊丹の経営統合により、民間

的手法による収益改善、戦略的経営を実現し、ＬＣＣの拠点化や貨物ハブ化等に向けた取組

を進める。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（国際コンテナ・バルク戦略港湾の機能拡充・強化）  

アジアと北米・欧州等を結ぶ基幹航路のコンテナ船の我が国への寄港の維持・拡大のため、

国際コンテナ戦略港湾に選定された阪神港及び京浜港において、釜山港等アジア諸港に比

肩しうる仕様（水深・広さ）を有する高規格コンテナターミナルの整備、フィーダー輸送網強化に

よる広域からの貨物集約、港湾運営会社による「民」の視点での港湾運営の効率化等といった、

ハード・ソフト一体となった施策を国家戦略として集中して実施する。また、国際バルク戦略港
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湾において、大型船舶の活用等による資源、エネルギー、食料等の安定かつ安価な輸入を実

現するため、船舶の大型化に対応した港湾施設の整備、「民」の視点による埠頭運営の効率化、

船舶の運航効率改善のための制限の緩和等の取り組みを推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（国際拠点へのアクセス強化）  

大都市圏拠点空港、国際コンテナ戦略港湾等へのアクセスを改善し、渋滞や混雑の緩和や

定時性を確保するため、大都市圏環状道路の整備や大都市周辺のボトルネック箇所への集中

的対策を推進するとともに、大都市圏拠点空港と都心を直結する鉄道アクセスの改善に向け調

査を行う。さらに、国際海上コンテナ車通行支障区間を解消するため、バイパス整備、橋梁補

強等を推進するとともに、特殊車両通行許可制度の運用改善（簡便・迅速化）等を図り、４５フィ

ート国際海上コンテナ車などによる効率的な物流を促進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（官民連携による海外プロジェクトの推進） 

大きな成長が見込まれるアジアを中心とした海外市場において、我が国インフラ関連産業等

が大きなプレゼンスを発揮するため、政治のリーダーシップによる官民一体となったトップセー

ルス等の展開、プロジェクト構想段階からの官民連携による案件形成・コンソーシアム形成等へ

の支援等の取組を着実に推進する。また、各プロジェクトをパッケージ化して海外展開を行うな

ど、省横断的・省庁の枠を超えた取組を推進するとともに、プロジェクトの構想段階から発注者

に対して総合的な提案を行うための体制を強化する。さらに、防災情報、警戒避難体制、イン

フラ、土地利用規制、制度・体制に係るヒト・モノ・ノウハウを組み合せ、調査・計画段階から管

理・運営段階まで一貫して対応し、産や学と協働、関係省庁・機関間で連携する「防災パッケ

ージ」の戦略的な世界展開をはじめ、ハードと組み合わせた「ソフトインフラ」の海外展開を促進

する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

 

２－２ それぞれの地域が持つ魅力や強みを引き出し、地域の活力を維持・向上させる 
 

人口減少社会において、いかに地域の活力を維持・向上させていくのかということが、大きな課

題となっている。我が国のそれぞれの地域には、これまで外の視線を気にすることのないまま埋も

れている地域独自の文化や伝統、生活習慣といった「魅力」や、我が国企業等が「強み」を持ち国

際レベルでの競争優位性を持ちうる産業がある。 
このような地域の「魅力」や「強み」を更に磨き上げ、地域の活力につなげていくために必要な

基盤整備を推進する。 
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（観光地域のブランド化、美しい国土・地域づくりの推進）  

地域の特性を最大限に活かした観光地域づくりを行い、滞在型観光を促進するため、基軸

となる観光地域づくりの理念（コンセプト）、主たる顧客層（ターゲット）、自地域の位置取り（ポジ

ショニング）等を明確にした戦略的な計画の策定を促進する。さらに、国内外から選好される国

際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを効果的に進めるため、日本を代表する有形・無形

の地域資源がある観光地域について、外国人旅行者にもわかりやすい案内を行う等、地域の

取組段階に応じた戦略的な観光地域づくりを促進する。 
具体的には、国が地域の努力や顧客の満足度等の客観的・恒常的な評価を実施し、地域

の取組段階に応じた支援を行うこととし、地域の多様な者が参画した観光地域づくりを一元的

かつ継続的に進める組織体の構築、当該組織体の運営や具体的な事業の企画・調整等を行

う観光地域づくりの中核となる人材の育成、コンセプトに基づく地域資源の観光資源化、顧客

の自由度や選択性を高める移動の利便性の向上や情報発信等、地域の状況に応じた適切な

取組を促進する。 
また、地域の自然や歴史、文化に根ざした魅力・個性あふれるまちの形成に向けて、地域の

特性にふさわしい良好な景観や歴史的・文化的資産を有する地域等において、景観計画、歴

史的風致維持向上計画の策定、歴史的建造物の修理、無電柱化や NPO 等との連携による良

好な景観形成等を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（基幹となるネットワークの整備） 

それぞれの地域に立地する産業の競争力向上や地域資源をいかした観光地へのアクセス

向上、観光周遊ルートの形成を促進するため、他地域との間のヒト・モノの移動を容易にする主

要都市間等を連絡する高規格幹線道路等の整備や、既設高速道路の車線・ＩＣの増設をはじ

めとした機能強化、高速道路の料金施策の効率的な運用を図る。 
併せて、複数の信号機を面的・線的に連動させる集中制御化等の信号制御の高度化、信号

機に矢印灯器を付す多現示化等による信号機の高度化を推進することにより、より安全で円滑

な道路交通の実現を目指す。 
また、基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線の整備を進める。特に、整備新幹線の

建設中の区間については、予定どおりの完成・開業を目指して着実に整備を進めるとともに、

三大都市圏間の高速かつ安定的な旅客輸送を維持・強化するため、中央新幹線（東京都－名

古屋市間）の平成 26 年の着工を目指し、必要な手続等を進める。さらに、新幹線と在来線が

連携した幹線鉄道ネットワークが全体として高い機能を発揮するため、在来幹線鉄道等の高速

化を推進する。 
福岡空港及び那覇空港については、抜本的な空港能力向上等に関する検討等が進められ

ており、その結果を踏まえ、将来需要に適切に対応するための方策を講じる。また、国が管理

する空港について、民間の能力を活用した空港経営改革を推進することにより、地域活性化の

核となる真に魅力ある空港の実現を目指す。 
港湾については、地域の特色ある産業活動を物流面で支え、規模のメリットを活かし大量輸

送による低コスト輸送を可能とする船舶の大型化等新たなニーズへの対応を図るため、地域の
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拠点的な港湾において物流ターミナルの整備を推進するとともに、日本海側港湾を活用した対

岸諸国の成長を取り込むための取り組みなどを促進する。 
さらに、諸外国との輸出入の増加、物流拠点に求められる機能の複合化、輸送車両の大型

化に対応するため、物流拠点の整備を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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重点目標３ 持続可能で活力ある国土・地域づくりを実現する 

 
３－１ 持続可能でエネルギー効率の良い暮らしのモデルの形成と国内外への普及・展開 

 
人口減少、少子・高齢化、地球環境問題や東日本大震災を契機としたエネルギー制約といっ

た我が国が抱える問題を踏まえると、今後、多くの都市が目指すべき基本的方向は、コンパクトで

エネルギー効率の良い「集約型都市構造」である。 
都市の将来ビジョンは、周辺地域も含む都市の個性や実情を踏まえ、都市ごとに描かれるべき

ものであるが、「集約型都市構造への転換」という方向性を国民、地方公共団体と共有しながら、

その実現に向けた取組を全国に広げていくため、まず、東日本大震災の被災地など他の地域に

先んじて都市機能の集約化に向けた取組が進められようとしている地域に対して、集中的にその

取組を推進し、世界に誇れるモデル事業を展開していく。 
 
（都市における暮らしの低炭素化） 

低炭素社会の構築を図るため、都市機能の集約化の取組による一定の密度をもつ都市構

造への転換や、鉄道新線の整備や既存の都市鉄道ネットワークを有効活用した連絡線の整備、

乗継改善等の公共交通の利用促進のための施策、共同輸配送の推進、温室効果ガス吸収源

等となる緑地の保全や緑化の推進、道路等公共施設への再生可能エネルギー発電装置の導

入検討、下水汚泥バイオマス等の未利用エネルギーの利用、ＬＥＤ照明の導入など公共施設

の省エネ化、住宅・建築物や自動車の CO2 排出抑制を柱として、都市における暮らしの低炭

素化を推進する。  
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（人流・物流から発生する温室効果ガスの排出抑制）  

深刻な交通渋滞が発生している路線について、交通容量を阻害する要因である交通容量の

拡大に向け、路上駐車抑制や交通アセスメントの取組を推進する。同じく交通阻害要因となっ

ている開かずの踏切などの踏切については、連続立体交差事業等の対策を推進し、その解消

を図る。 
また、ＩＴＳスポットをはじめとするＩＴＳサービスの改善により交通状況に合わせた経路選択サ

ービスの普及、車両側の情報の道路関係施策への活用や、ＡＣＣ（車間距離制御システム）搭

載車両と道路が協調した次世代道路技術の研究開発を推進し、その実用化を図る。 
鉄道貨物輸送へのモーダルシフトを推進するため、輸送力増強に資するコンテナホームの

延伸等の施設整備、老朽車両の更新等を通じた輸送の安定・高速・大量化を推進するとともに、

コンテナを本線上の列車から直接積卸しすることができる（Ｅ＆Ｓ方式）貨物駅の整備、大型コ

ンテナの導入やリードタイムの短縮、輸送品質の向上等によるサービス水準の向上等を推進す

る。また、港湾活動に伴う温室効果ガス排出量の削減を図るため、港湾活動に使用する荷役

機械の省エネルギー化等、ゼロエミッションポート施策の推進を図る。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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３－２ 高齢社会においても誰もが安全・安心して暮らすことができる社会への転換 
 

本格的な高齢社会を迎え、今後更なる高齢化が進展すると見込まれている現在、高齢者の自

立と社会参加による、健全で活力ある社会や、障害者が障害のない者と同等に生活し活動する

社会の実現が求められている。 
その一方で、人口減少社会を迎え、現状の拡散型の都市構造をそのまま放置すれば、公共交

通の維持や災害リスクの回避が困難になることが懸念されていることに加え、高齢者や障害者が

社会参加をする際の物理上の障壁は、なお残されている。また、諸外国と比較して、歩行中・自

転車乗車中の交通事故や 65 歳以上の高齢者の事故の割合が高くなっているなどの課題も明か

になっている。 
更なる高齢化の進展を見据えて、こうした課題を解決し、誰もが安全・安心して暮らすことがで

きる社会の転換に向けた取組を重点的に推進していく。 
 

（都市機能の集約化・街なか居住の推進）  

中心市街地等の集約拠点となるべき市街地において、行政・教育・医療福祉などの公共公

益施設や商業施設等の集積を図り、暮らしやすい生活空間としての整備を進めるとともに、街

なか居住を実現するために、多様な居住ニーズに対応した住宅の供給のための事業や当該

事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等を推進する。 
また、潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊の路線等について、地域鉄

道の活性化・維持再生を図るため、地域の協力も得ながら、行違設備の整備等による運行計

画の柔軟化、新駅の設置等利便性向上に向けた取組みを推進する。 
さらに、都市機能の集約化を進める際には、大量の人が集まる鉄道駅等の交通ターミナル

において、子育て支援に係る施設や医療施設等地域のニーズに適合した生活支援機能を付

与すること等により、その機能の高度化を推進するとともに、災害リスク情報の提供等により安

全なまちづくりを推進する。 
また、大量の人が集まる交通結節点において、そのポテンシャルを活かすため、道路空間に

十分な交通容量を確保した上で、その上下空間の有効活用による駅ビル等の複層的整備等、

商業、業務、交流等を効率的に行える都市拠点としての機能の集積を図る。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（地域内の移動円滑化） 

都市内の移動を円滑化するため、相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワークを有効活用

するための連絡線の整備や相互直通化、地下高速鉄道ネットワークの充実、慢性的な列車遅

延や輸送障害に対処するための施設整備等について、運輸政策審議会答申第18号等に盛り

込まれている路線において、その着実な整備を推進する。 
また、鉄道駅やその周辺において、駅へのアクセスや他の交通機関との乗り換えがスムーズ

に行えるよう、歩行者の上下移動を抑制する同線を確保しつつ、まちづくりと一体となった道路

の上下空間を有効活用等による駅前広場の整備を推進する。 
さらに、地域において安全で快適な移動を実現するため、通勤や病院などの日常の暮らしを

支える生活圏の中心部につながる道路網や、救急活動に不可欠な道路網の整備を推進する
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とともに、隘路の解消を図るため現道拡幅及びバイパス整備等を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 
（公共施設等のバリアフリー化）  

公共施設等のバリアフリー化を進めることにより、すべての人々が自立、安心して暮らせる社

会の形成を目指すため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフ

リー法）等を踏まえ、関係者が必要に応じて緊密に連携しながら、以下のとおり、バリアフリー法

第３条第１項に基づく移動等円滑化の促進に関する基本方針に定められた目標を達成するこ

とを目指す等一体的・総合的なバリアフリー化を推進する。 
旅客施設においては、地域の実情に鑑み、高齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて

バリアフリー化を推進する。その際には、原則として 1 日あたりの平均的な利用者数が 3，000
人以上である旅客施設のバリアフリー化を優先的に行う。また、１日あたりの平均的な利用客数

10 万人以上の鉄軌道駅において、ホームドア又は内方線付きＪＩＳ規格化点状ブロックを優先

的に整備する。 
車両等においては、鉄道車両及び軌道車両、バス車両、タクシー車両、旅客船、航空機に

ついてバリアフリー化を行う。 
道路においては、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道

路について、幅の広い歩道等の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害

者誘導用ブロックの整備といったバリアフリー化を行うほか、全ての当該道路において、バリア

フリー対応型信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備等を実施する。 
都市公園においては、園路及び広場、駐車場、便所についてバリアフリー化を行う。 
路外駐車場においては、特定路外駐車場についてバリアフリー化を行う。 
建築物においては、平成 32 年度末までに床面積 2000 ㎡以上のホテル、病院、劇場、観覧

場等の不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物につ

いてバリアフリー化を行う。 
高齢者等が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のバリ

アフリー化の取組を促進する。また、住宅及び住宅市街地における高齢者等の生活の利便性

の向上を図るため、住宅及び住宅市街地のユニバーサルデザイン化を促進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（交通安全の確保）  

幹線道路のうち事故の危険性が高い箇所において、重点的に事故対策を実施する。特に、

歩行者・自転車事故が多発する交差点等の対策に集中的に取り組む。 
歩行者や自転車が主役となる生活道路については、ゾーンを設定して最高速度 30ｋｍ/ｈの

区域規制、車道幅員縮小による路側帯拡幅、物理デバイス設置等の車両の速度抑制方策を

効果的に組み合わせ、市街地や住宅地等において人優先のエリアを形成するとともに、通学

路やバス停周辺の歩道整備、歩者分離式信号の整備等を重点的に実施する。 
併せて、信号機の高度化や信号制御の高度化により交通の安全と円滑の確保を図る。 
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また、近年増加している自転車事故について、安全で快適な自転車利用環境を創出するた

め、自転車道、自転車専用通行帯（自転車レーン）等の歩行者、自転車、自動車が適切に分

離された空間の整備等のハード対策と自転車の利用ルールの徹底や自転車利用促進方策等

のソフト対策を総合的に推進する。 
さらに、通学路やバス停周辺の歩道整備等を重点的に実施するとともに交通安全対策とあ

わせカーナビによる危険箇所の情報提供や新たな交通安全対策の施策導入に向けた研究を

進める。 
また、冬期の安全で円滑な道路交通を確保するため、除雪作業及び凍結防止剤散布を行

い、適切な道路管理を実施するとともに、雪害の恐れによる通行規制区間において、防雪施設

等の整備を推進する。 
鉄軌道における列車の衝突等による多数の死傷者の発生といった重大な列車事故を未然

に防止するため、曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等、運転士異常時列車停止装置、運

転状況記録装置等について、着実にその整備を進める。 
また、船舶交通のふくそうにより海難の危険性が高い海域において、巨大船や危険物積載

船等が多数通航するほか、漁船やプレジャーボート等の小型船舶の活動が盛んであることから、

海上交通流の動静把握や航行船舶に対する情報提供を充実・強化するため海上交通センタ

ーの機能拡充整備等を重点的に実施する。また、プレジャーボートの適正な管理を実現させる

ため、係留・保管能力の向上と規制措置を両輪とした対策を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（健康で快適に暮らせる生活環境の確保） 

市街地や水質保全上重要な地域等において、下水道施設の整備により、公衆衛生の向上

や公共用水域の水質改善を図る。 
幹線道路の沿道環境の早期改善を図るため、バイパス整備や交差点改良等による大気環

境改善や遮音壁の設置等による騒音対策を推進する。 
水と緑豊かで魅力ある良好な都市環境の形成を図るため、都市域において、都市公園の整

備・管理、都市における緑地の保全、建築物の屋上や壁面を含む民有地の緑化等を推進する

とともに、都市のヒートアイランド対策に向けて適切な水域を確保する。 
 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 
 

３－３ 失われつつある自然環境の保全・再生 
 

人類の存立基盤である環境が将来にわたって維持されるよう、適切に保全することは、現在の

世代の人間の責務である。一方、これまでの急激な都市化等により水辺や緑地などの自然環境

が失われつつあるなど、生態系の破壊、分断、劣化等による生息・生育域の縮小、消失などが進

行している。 
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希少動物をはじめとする様々な動植物の生態を確保するため、特に、良好な自然環境が既に

失われ、又は失われようとしている箇所に対して、その保全・再生に向けた取組を重点的に推進

する。 
 

（生物多様性の保全） 

地域の多様な主体が連携して貴重な自然地を保全・再生し、それらを広域的につなぐことに

よるエコロジカル・ネットワーク形成の取組を進める。これにより、効果的な生態系の保全・再生

を効果的に推進するとともに、自然と共生した持続可能な国土・地域の形成を推進する。 
そのため、都市の緑地の保全や緑化の推進に関する目標、施策等について定める緑の基

本計画の策定とともに、同計画に基づき、都市公園の整備等緑地の保全等を推進する。 
過去に失われた良好な自然環境である湿地、干潟について、地域との調整を踏まえつつ、

その復元・再生に向けた取組を重点的に推進する。 
また、砂浜が失われたことにより、特に海岸の防護・環境・利用上の支障をきたしている地域

において、海岸侵食により失われた砂浜の再生を推進する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（健全な水循環の再生） 
水は、地表水、地下水として河川の流域を中心に循環する中で、我々の生活や産業に大き

な役割を果たしていることから、健全な水循環の再生に向けて様々な施策を総合的に推進す

る必要がある。 
このため、水供給システムの適正な維持管理や大規模災害に対する危機管理能力の向上

など、水供給システムの信頼性・健全性の確保に向けた取組を進めるとともに、地下水の保全

と利用、雨水、再生水等の多様な水資源の利用の推進等、水資源の有効活用を進める。 
汚濁の著しい河川・湖沼や東京湾、大阪湾、伊勢湾等の閉鎖性海域において、その水質を

改善するため、河川、湖沼内における植生浄化等の水質改善対策、高度処理施設を含む下

水道の整備、合流式下水道の緊急改善などを推進するとともに、青潮の一因となる貧酸素水

塊の発生する深掘跡の埋戻しや底質改善のため覆砂等、流木等のゴミや船舶等から流出した

油の回収を行う。 
また、無水区間やよどみによる河川環境の悪化が生じている河川においては、ダムの運用の

改善、下水処理水の河川への送水等により、河川流量の確保等を図る。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 
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重点目標４ 社会資本の適確な維持管理・更新を行う  

 

（我が国の社会資本の実態把握と維持管理・更新費の推計） 

社会資本の太宗を占める地方公共団体が管理する施設を含め、国土交通省が所管する社

会資本の実態把握を行うとともに、その結果を踏まえて、今後の維持管理・更新費を推計する。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（施設の長寿命化によるトータルコストの低減等） 

定期的な巡視、点検等により施設の状態を的確に把握するとともに、予防保全的管理が必

要な施設については、高い耐久性が期待できる素材、構造の活用や、施設の補修対策の時期、

内容等を記載した長寿命化計画の策定及びその計画的な実施を図る。また、社会資本そのも

のの対策だけでなく、社会資本の適正な利用を促進すること等により、長寿命化対策を推進し、

トータルコストの縮減を図る。さらに、維持管理・更新の効率化を図る技術開発、施策の点検、

診断、補修に係る人材育成や担い手の確保・育成等を推進するとともに、社会資本の維持管

理への民間の参画・協同をより一層推進する。併せて、必要に応じ環境への負荷軽減や省エ

ネルギー等の社会資本の質の転換を図る。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 

（都市高速道路の更新） 
景観や交通処理の観点から必ずしも好ましいとは言えず、また、整備から既に半世紀近くが

経過し、老朽化も進みつつある都市高速道路の更新を進める。 
＜指標＞ 

【・・・・】     ○○→○○ 

【・・・・】     ○○→○○ 

 



４月 ５月 ６月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月

事後評価実施計画の策定・変更

１　政策チェックアップ

２　政策アセスメント

３　政策レビュー
　（テーマ設定）

　

（24年度とりまとめ評価書）

個別公共事業評価

個別研究開発課題評価

平成２４年度　政策評価のスケジュール（案）

平成23年4月19日現在

７月

☆政策評価会

資料２－①

☆政策評価会 ・評価会委員

の個別指導

☆政策評価 検討会 ●大臣決定

●大臣決定

●大臣決定

●大臣決定

●大臣決定

検討会

●大臣決定

●大臣決定

●大臣決定

検討会

●大臣決定

（25年度計画

の追加・修正）

●大臣決定

(25年度計画の策定

及び24年度計画の追

加・修正）

個別研究開発課題評価

規制の事前評価（ＲＩＡ） ・随時実施し、公表 ＜平成１９年１０月より義務化：平成２４年３月現在で法律及び政令の規制（101件）について実施＞

租税特別措置に係る
事前・事後評価

・平成22年度より実施

総務省
・総合性・統一性政策評価 ・随時実施し、評価書通知、勧告及び公表

・評価書の審査・認定 ・個別審査 ・公表

（注）例年のスケジュールを参考に作成。

●大臣決定
臣決定

（概算要求時）

●大臣決定



① 緊急地震速報の利用の拡大 気象庁

② 新たな船舶交通安全政策の推進 海上保安庁

第
２
グ
ル
ー
プ

③ 技術研究開発の総合的な推進
全部局等（大臣官房及び総合政策局取りま
とめ）

④
トン数標準税制の導入による安定的
な国際海上輸送の確保

海事局

平成24年度政策レビューテーマ一覧

テ　ー　マ 担　当　局　等

第
１
グ
ル
ー
プ

資料２－②

⑤ 航空自由化の推進 航空局

⑥ 環境政策の推進 全部局等（総合政策局取りまとめ）

⑦ 国土形成計画（全国計画） 国土政策局

⑧
新たな北海道総合開発計画の中間点
検

北海道局

第
４
グ
ル
ー
プ

第
３
グ
ル
ー
プ



海洋汚染に対する取り組み －大規模油流出への対応－

流域の水環境改善 －都市内河川等の環境悪化と汚濁物質への対応－

火山噴火への対応策 －有珠山・三宅島の経験から－

みなとのパブリックアクセスの向上 －地域と市民のみなとの実現に向けて－

平
成
１
５
年
度

河川環境保全のための水利調整 －取水による水無川の改善－

都市鉄道整備のあり方 －新たな社会的ニ－ズへの対応－

都市における緑地の保全・創出 －都市緑地保全法等による施策展開の検証－

流域と一体となった総合治水対策 －都市型豪雨等への対応－

土地の有効利用 土地の流動化への取り組み

政策レビューテーマ一覧

テーマ 担当局等

ダム事業 －地域に与える様々な効果と影響の検証－

平
成
１
４
年
度

都市圏の交通渋滞対策 －都市再生のための道路整備－

都心居住の推進 －良好な居住環境の形成－

空港整備 －国内航空ネットワ－クの充実－

国際ハブ港湾のあり方 －グロ－バル化時代に向けて－

総合保養地域の整備 －リゾ－ト法の今日的考察－

低公害車の開発・普及 －自動車税グリ－ン化等による取り組み－

道路交通の安全施策 －幹線道路の事故多発地点対策及び自動車の安全対策等－

貨物自動車運送のあり方 －いわゆる物流二法施行後の事業のあり方の検証－

内航海運のあり方 －内航海運暫定措置事業の今後の進め方－ 海事局

鉄道局

道路局、自動車交通局、総合政策局

河川局

都市･地域整備局

河川局、都市・地域整備局、下水道部

河川局

道路局、都市･地域整備局

住宅局、国土計画局、都市・地域整備局

航空局

港湾局、海事局

都市･地域整備局、総合政策局、観光部、港湾局

総合政策局、大臣官房、自動車交通局

自動車交通局、政策統括官（物流）

土地・水資源局 総合政策局

総合政策局、港湾局、海事局、気象庁、海上保安庁

下水道部、河川局

河川局、気象庁

港湾局

資料２－③

平
成
１
８
年
度

北海道総合開発計画の総合点検 －これまでの施策の検証と今後の在り方－

国土交通行政におけるテロ対策の総合点検

全部局等（総合政策局及び政策統括官(政策評価)取
りまとめ）

直轄工事のゼロエミッション対策 －建設リサイクル法の検証－

平
成
１
６
年
度

住宅の長期計画の在り方 －現行の計画体系の見直しに向けて－

行政行動の改革　－改革はどこまで進んだか－　改革のポイント①成果主義②局
横断的な取組み③国民参画（住民参加等)④国民への説明責任(アカウンタビリティー)

国内航空における規制緩和 －改正航空法による規制緩和の検証－

道路管理の充実 －路上工事の縮減－

台風・豪雨等に関する気象情報の充実 －災害による被害軽減に向けて－

平
成
１
７
年
度

総合的な海上交通安全施策 －海上における死亡・行方不明者の減少－

プレジャーボートの利用改善 －放置艇対策等の総合的な取組み－

水資源政策 －水資源計画の在り方－

国土政策 －国土計画の在り方－

行政委託型公益法人等に対する国の関与の在り方
－行政委託型公益法人等が行う事業等の検証－

港湾関連手続のワンストップ化の推進 －港湾ＥＤＩシステムに関する検証－

土地の有効利用 －土地の流動化への取り組み－

訪日外国人観光客の受け入れの推進 －国際交流の拡大に向けて－

今後の物流施策の在り方 －新総合物流施策大綱の実施状況を踏まえて－

バリアフリー社会の形成 －交通バリアフリー法等の検証－

土地・水資源局、総合政策局

航空局

道路局

気象庁

総合観光政策審議官

政策統括官（貨物流通）、道路局、大臣官房、総合
政策局、国土計画局、都市・地域整備局、河川局、
住宅局、鉄道局、自動車交通局、海事局、港湾局、
航空局、北海道局、政策統括官（国土・国会等移
転）、海上保安庁、国土交通政策研究所

総合政策局、官庁営繕部、都市・地域整備局、河川
局、道路局、住宅局、鉄道局、自動車交通局、海事
局、港湾局、航空局

海上保安庁、海事局、気象庁、総合政策局

総合政策局、河川局、港湾局、海事局、海上保安庁

大臣官房、総合政策局、都市・地域整備局、河川
局、住宅局、鉄道局、自動車交通局、海事局、国土
地理院、気象庁、海上保安庁

水資源部

国土計画局

住宅局

港湾局、政策統括官(貨物流通)、海上保安庁

全部局等（政策統括官(危機管理)取りまとめ）

北海道局

総合政策局、大臣官房、官庁営繕部、都市・地域整
備局 河川局 道路局 港湾局 航空局

直轄 事の ミッション対策 建設リサイクル法の検証
備局、河川局、道路局、港湾局、航空局



政策レビューテーマ一覧

テーマ 担当局等

住宅・建築物の耐震化の促進 住宅局

不動産取引価格情報の開示 －土地市場の条件整備－ 土地・水資源局

安全性と効率性が両立した船舶交通環境の創出
－ふくそう海域における大規模海難の防止及び航行時間短縮への取組み－

海上保安庁、港湾局

平
成
２
１
年
度

船舶の運航労務に係る事後チェック体制の強化策

環境政策・省エネルギー政策 －環境行動計画を踏まえて－

河川環境の整備・保全の取組み －河川法改正後の取組みの検証と今後の在り方－

小笠原諸島振興開発のあり方 都市・地域整備局特別地域振興官

大臣官房、官庁営繕部、関係局（北海道局含む）

全部局等（総合政策局取りまとめ）

河川局

都市・地域整備局、道路局、住宅局

海事局

総合評価方式

次世代航空保安システムの構築

第五次国土調査事業１０箇年計画

総合物流施策大綱（2005-2009）

運輸安全マネジメント評価

航空局

土地・水資源局

河川局、都市・地域整備局

住宅局、総合政策局

申請・届出等手続きのオンライン利用の促進

首都圏整備法等に基づく大都市圏政策の見直し

観光庁、総合政策局

総合政策局、道路局、自動車交通局、海事局、海上保安庁

道路交通の安全施策

観光立国の推進

まちづくりに関する総合的な支援措置

総合的な水害対策

住宅分野における市場重視施策

平
成
２
０
年
度

平
成
２

平
成
１
９
年
度

大臣官房運輸安全監理官

国土計画局

政策統括官（物流）、道路局、大臣官房、総合政策
局、国土計画局、土地・水資源局、都市・地域整備
局、河川局、住宅局、鉄道局、自動車交通局、海事
局、港湾局、航空局、北海道局、政策統括官（国土
等）、海上保安庁、国土交通政策研究所

総合政策局、道路局、自動車交通局

海事局

航空局

港湾局

航空自由化の推進

都市再生の推進 都市・地域整備局

国土政策局

全部局等（総合政策局及び政策統括官(政策評価)取
りまとめ）

全部局等（都市・地域整備局取りまとめ）

総合政策局、官庁営繕部、都市局、水・国土保全
局、道路局、住宅局、鉄道局、自動車局、海事局、
港湾局、航空局、政策統括官（国土等）

総合政策局、都市局、道路局、鉄道局、自動車局、
海事局、港湾局

国土形成計画（全国計画）

新たな船舶交通安全政策の推進 海上保安庁

北海道局

全部局等（大臣官房及び総合政策局取りまとめ）

トン数標準税制の導入による安定的な国際海上輸送の確保

市町村の防災判断を支援する気象警報の充実

港湾の大規模地震対策

住宅・建築物の耐震化の促進

ＬＲＴ等の都市交通整備のまちづくりへの効果

首都圏整備法等に基づく大都市圏政策の見直し

新たな北海道総合開発計画の中間点検

指定等法人に関する国の関与等の透明化・合理化
－指定等法人が行う事務・事業の検証－

仕事の進め方の改革－第２回フォローアップ－

技術研究開発の総合的な推進

美しい国づくり政策大綱

鉄道の安全施策

住生活基本計画（全国計画）

２
年
度

都市・地域整備局、道路局、鉄道局

住宅局

鉄道局

国土計画局

住宅局

平
成
２
３
年
度

平
成
２
４
年
度

　
　
　

（
予
定

）

バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律）

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

土砂災害防止法 水管理・国土保全局

気象庁

大臣官房、土地・建設産業局、都市局、住宅局、鉄
道局、自動車局、海事局、港湾局、航空局、北海道
局、観光庁、気象庁

環境政策の推進 全部局等（総合政策局取りまとめ）

気象庁

新たな船舶交通安全政策の推進 海上保安庁

緊急地震速報の利用の拡大



政策レビューテーマ一覧

テーマ 担当局等

自動車局、政策統括官（物流）

平
成
２
５
年
度

　
　
　

（
予
定

）

社会資本ストックの戦略的維持管理

水資源政策 水管理・国土保全局

平
成
２
６
年
度

　
　
　

（
予
定

）

環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全の推進 大臣官房官庁営繕部

自転車交通 都市局、道路局

貨物自動車運送のあり方

地理空間情報の整備、提供、活用 国土地理院

大臣官房、水管理・国土保全局、道路局、港湾局

不動産投資市場の条件整備 土地・建設産業局

バス・タクシーに関する施策 自動車局

国土政策局離島地域における振興施策

港湾局

国際統括官

平
成
２
７
年
度

　
　
　

（
予
定

）

道路交通の安全施策

住生活基本計画

国際コンテナ戦略港湾政策

国際協力・連携等の推進

道路局、自動車局

住宅局
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